
令和5年度第1回 浜田市空家等対策協議会

令和5年8月10日(木)

浜田まちづくりセンター1階

第1・第2・第3研修室
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浜田市 都市建設部 建築住宅課 指導係

資料1

浜田市空家等対策協議会について

・浜田市空家等対策協議会とは、空家法第7条より、浜田市空家等対策計画の

作成、変更、実施に関する協議を行うためのものです。

・今回の協議会は、5回目となります。

<参考>

第1回…平成29年度 浜田市空家等対策計画（第1期）について

第2回…平成30年度 長浜町にある危険な空き家の略式代執行について

第3回…令和2年度 真光町にある危険な空き家の略式代執行について

第4回…令和3年度 浜田市空家等対策計画（第2期）について

※過去の協議会の内容は、浜田市のホームページで公開しています。
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本日の内容

1 空き家対策の状況について

2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について

3 これまで実施した略式代執行について
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1 空き家対策の状況について
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浜田市空家等対策計画

⑴ 空家計画とは、空家法第6条より市町村が定めるもので、

「空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための計画」です。

構成 … 空家計画本編（資料2）、アクションプログラム（資料3）

⑵ 第2期計画を令和3年度に策定しました。

令和4年度～令和8年度までの5ヵ年計画

※注意：空家計画には、「空き家」と「空家等」が混在しています。

基本は「空き家」でありますが、「空家等」は法律用語です。

「等」は、塀や樹木のことです。



1 空き家対策の状況について
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表-1 空き家の総数及び空き家率（住宅・土地統計調査） 図-1 空き家率（住宅・土地統計調査）

・浜田市における空き家率は、全国平均や

島根県平均を上回っており、現在も増え

続けています。

調査年 項目 全国 島根県 浜田市
住宅総数 57,586,000 295,800 28,200
空き家総数 7,567,900 44,200 4,060
空き家率 13.1% 14.9% 14.4%
住宅総数 60,628,600 304,200 28,210
空き家総数 8,195,600 44,800 4,200
空き家率 13.5% 14.7% 14.9%
住宅総数 62,407,400 314,200 28,860
空き家総数 8,488,600 48,300 4,520
空き家率 13.6% 15.4% 15.7%

平成20年

平成25年

平成30年

浜田市における空家等の現状（平成26年度データ）

※平成26年度 浜田市空き家実態調査

1 空き家対策の状況について
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空き家でない

29,181戸

92.4%

未調査

229戸
A

595戸

B

528戸

C

468戸

D

359戸

E

230戸

空き家

2,409戸

7.6%

Ａ：利用が可能。

Ｂ：管理不全、当面の危険性は少

ない。

Ｃ：管理不全、損傷が激しい。

Ｄ：倒壊の危険性があり、修繕や

解体などの緊急度が高い。

Ｅ：倒壊の危険性があり、解体な

どの緊急度が極めて高い。

建物総数
31,590戸

危険な空き家
589件



評価内訳 件数

A 392件

B 315件

C 270件

D 195件

E 112件

1 空き家対策の状況について
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空き家実態調査を実施（令和4年～令和6年）

浜田地域における空き家の現状（令和4年度 浜田市空き家実態調査）

12 

⽼朽度・危険度の⾼いD・Eランクが占める割合は調査結果件数の約17％

＊特定空き家候補はこの内、D・Eランクとなる︓ 246件 （平成26年 307件）

A, 631件
42%

B, 360件
24%

C, 252件
17%

D, 148件
10%

E, 98件
7%

＊空き家と思われる件数︓ 1,668件 （平成26年 1,351件）

※平成26年度データ

＊空き家総数 1,351件

評価内訳 件数 ％

A 631件 42％

B 360件 24%

C 252件 17％

D 148件 10％

E 98件 7%

1 空き家対策の状況について
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アクションプログラムの進捗状況について

第1期計画 目標に対する実績

年度 目標件数 実績
H29 15 23

H30 15 21

R1 15 30

R2 15 33

R3 15 32

年度 目標件数 実績
H29 20 51

H30 20 53

R1 20 56

R2 20 54

R3 20 48

管理不全空き家の改善件数 空き家バンクの入居物件数



1 空き家対策の状況について
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アクションプログラムの進捗状況について

第2期計画 目標に対する実績

年度 目標件数 実績
R4 20 21

R5 20

R6 20

R7 20

R8 20

年度 目標件数 実績
R4 56 47

R5 59

R6 62

R7 65

R8 65

管理不全空き家の改善件数 空き家バンクの入居物件数

2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について

・略式代執行

所有者不存在の特定空家等について、市の費用で解体等の安全措置を行うものです。

空家法第14条第10項

×所有者や相続者が存在する。 ×空き家でない。 ×危険でない。

・特定空家等

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある

状態の空き家 ⇨ 危険な空き家

② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空き家

③ 著しく景観を損ねている状態の空き家

④ 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空き家
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2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について

※国土交通省のホームページに、特定空家等の定義があります。
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2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について
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※国土交通省HPより



2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について
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付近見取図 付近見取図(拡大)

※国土地理院HPより

浜田幼稚園

国道9号線
（江津方面）

国道9号線
（益田方面）

N

解体する危険空き家
熱田町1614-18

県道西浜田停車場線
（江津方面）

2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について
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市道

約3.8ｍ

※ 倒木により倒壊

した部分
隣接建物

隣接建物
隣接建物

隣接建物隣接建物

当該空き家

住宅

当該空き家

住宅兼作業場

市道

県道西浜田停車場線

熱田神社

約1.8ｍ

倒れた木

寺



2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について

外観写真（北西） 外観写真（北東）
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2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について
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建具破損 屋根の崩落 土台の腐朽



2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について

内部状況
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2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について

外観写真（南西） 外観写真（北西） 外観写真（倒木前）
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2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について

-19-

内部状況 外壁材の腐朽 土台部分の腐朽

2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について
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建物概要

建物住所 熱田町1614-18

築年 昭和33年

構造 木造

建物用途 居宅
居宅兼作業場

階数 1階（居宅）

2階（居宅兼作業場）

登記面積 95.86㎡（居宅）

105.90㎡（居宅兼作業場）

建物所有者 死亡

土地所有者 建物所有者とは別

相続者 全員相続放棄

・空き家になって15年以上経過。

・建物が2棟存在。

「平屋の住宅」及び「2階建ての住宅兼作業場」

・「住宅兼作業場」は市道に近接している。

「住宅」は住宅密集地に存在。

・老朽化により一部瓦の崩落、外壁の破損、土台

の腐朽がみられ、倒壊の危険性あり。

倒壊した場合、周辺における影響が大きい。

・強風による倒木により「住宅兼作業場」が一部

倒壊。

・今後 より劣化していくことが明らかであり、周

辺環境への影響も大きいため略式代執行を実施

することとしました。



2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について
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・右図は、国が公表している特定空家等の

判定表です。

・点数を付け、185点満点中100点以上で

あれば特定空家等と判断しています。

・熱田町の空き家は住宅及び住宅兼作業場

とも130点となり。特定空家等と判断し

ました。

住宅
住宅兼

作業場

⑴  構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの
10

⑵ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの
20 20 20

② 外壁 外壁の構造が粗悪なもの 25

⑴ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破
損しているもの等小修理を要するもの 25 25

⑵ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、
はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の
数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するも
の

50 50

⑶ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著し
く崩壊の危険のあるもの 100

⑴ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の
露出しているもの 15 15

⑵ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく
下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じ
ているもの

25 25

⑴ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりの
あるもの 15 15

⑵ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、た
る木等が腐朽したもの又は軒のたれ下ったもの 25

⑶ 屋根が著しく変形したもの 50 50

⑴ 延焼のおそれのある外壁があるもの 10 10 10

⑵ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が３以上あるもの 20

⑦ 屋根 屋根が可燃性材料でふかれているもの 10

4 排水設備 ⑧ 雨水 雨樋がないもの 10 10 10 10

住宅
合計 130 点

住宅兼作業場
合計 130 点

30

④ 外壁

⑤ 屋根

3

防火上又
は避難上
の構造の
程度

⑥ 外壁

1
構造一般
の程度

① 基礎

45

2
構造の腐
朽又は破
損の程度

③
基礎、土
台、柱又
ははり

100

評定区分 評定項目 評定内容 評点

測定点
最高
評点

2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について
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主な経緯

平成22年3月3日 近隣の方より、危険であるとの問い合わせがある。その後数回問い合わせあり。

平成22年4月19日 所有者及び所有者の関係者と協議を開始。

平成29年9月4日 町内会長から当該空き家について相談がある。

平成29年9月11日 所有者の死亡を確認。相続者を調査し協議を開始。

平成30年7月10日 民生委員から当該空き家について相談がある。

令和元年8月26日 相続者が全員相続放棄していることを確認。

令和3年6月7日 町内会長他、近隣住民より、陳情書が提出される。

令和4年3月26日 倒木により、住宅兼作業場の一部が倒壊。

令和4年6月30日 緊急安全措置（倒木による残存建物の飛散措置）を実施。353,870円

令和5年7月12日 庁内組織の浜田市特定空家等対策検討委員会で協議。特定空家と認定し略式代執行に向けての説明。



2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について

倒木時の状況
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市道 当該空き家

当該空き家

市道

県道西浜田停車場線

熱田神社
倒れた木

2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について
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2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について
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2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について
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2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について
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・解体前に市職員で建物内部の調査を行います。

・解体前に告示を行い、仮に建物所有者と名乗る方があらわれた場合は解体を中止し、その方

に改善をお願いします。

・解体前に町内会長、隣接者、に解体の報告を行います。

・敷地が狭く、前面市道も狭あいであるため、解体の際には注意します。

・敷地の所有者は建物所有者とは別であるため、解体は必要最低限とし、基礎部分は残置する

こととしています。

2 熱田町の危険な空き家の略式代執行について
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今後のスケジュール

令和5年8月10日 浜田市空家等対策協議会の開催

令和5年9月 内部調査を行う。

令和5年9月 ホームページ、広報誌等で解体の公告をする。

令和5年11月 入札する。

令和5年11月 町内会長などの関係者に報告する。

令和5年12月 建物本体の解体を開始する。

令和6年1月 解体終了。



3 これまでに実施した略式代執行について

H30 長浜町の略式代執行
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長浜小学校

国道9号線
(益田方面)

国道9号線
(江津方面)

浜田商港入口交差点

解体した危険空き家
長浜町208-2

※国土地理院HPより

3 これまでに実施した略式代執行について

R2年度 真光町の略式代執行

-30-

※国土地理院HPより

N

解体する危険空き家
真光町26-1
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以上で、事務局の説明を終わります。

ご清聴ありがとうございました。


